
これまでの検討経緯これまでの検討経緯

資料２

平成２９年８月３０日



1

１．兵庫地区渋滞対策協議会の検討経緯
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１）主要渋滞箇所の選定

交通データに基づく
選定箇所
１５４箇所

パブリックコメントによる
候補箇所
１２２箇所

４７箇所 ７５箇所

渋滞が未確認渋滞が確認 最新データにより確認
現地の状況確認

４8箇所 74箇所

道路管理者等からの意見

２．主要渋滞箇所の特定・公表

素案箇所の選定指標

昼間12時間の総損失時間が多い箇所

一部の時間において損失時間が多い箇所

交差点の内一方向だけでも速度低下がみられる箇所

観光地により休日に速度低下がみられる箇所

大型商業施設により休日に速度低下がみられる箇所

交通結節点により平日に速度低下がみられる箇所

踏切により平日に速度低下がみられる箇所

その他信号待ち回数が多い箇所や交差点通過時間が大きい箇所

兵庫地区渋滞対策協議会としての
地域の渋滞候補箇所の選定（154箇所）

パブリックコメントの実施
⇒道路利用者の実感箇所の追加（122箇所）

H24年度第4回渋滞協において地域の主要渋滞箇所を決定
（202箇所）

地域の主要渋滞箇所を公表（H25.2.15） 兵庫地区渋滞対策協議会としての
追加意見箇所の選定（48箇所）

交通データ※に基づき、候補箇所を選定（素案箇所）

道路利用者・道路管理者が
渋滞を実感している箇所を選定（追加意見）

〈主要渋滞箇所の選定フロー図〉

候補箇所の選定指標
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追加意見箇所の選定指標

交通データ※、実態調査結果により、速度低下がみられる箇所

道路管理者等からの意見により、渋滞発生が認められた箇所

追加意見箇所の選定指標

※交通データ：民間プローブデータ、道路交通センサス

４エリア
（９３箇所）

１７区間
（４１箇所）

６８箇所



２）記者発表資料（H25.2.15）
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２．主要渋滞箇所の特定・公表
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３．兵庫県の対策の基本方針

※平成25年度時点
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４．検討体制の構築

（道路管理者）
・兵庫国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局、県民センター）
・神戸市（建設事務所）
・西日本高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）

・道路利用者協会、商工会、ツーリズム協
会 など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者 など

兵庫県道路利用者協会、兵庫県商工会議所連合会、（公社）ひょうごツーリズム協会、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省神戸運輸監理部、
兵庫県警察本部、兵庫県、神戸市、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社

〈構成員〉

兵庫地区渋滞対策協議会

阪神地域検討ワーキンググループ 播磨地域検討ワーキンググループ

（道路管理者）
・姫路河川国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局、県民センター）
・西日本高速道路株式会社

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）
・道路利用者協会、商工会、ツーリズム協

会など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者など

（道路管理者）
・豊岡河川国道事務所
・兵庫県（本庁、県民局）

（交通管理者）
・兵庫県警察本部
・警察署

（運輸局）
・神戸運輸監理部

（基礎自治体）
・市町

（民間団体）
・道路利用者協会、商工会、ツーリズム協

会など

（交通事業者）
・バス事業者、タクシー事業者など

ＷＧの論点に合わせ必要なメンバーが参加

兵庫地区渋滞対策協議会 幹事会

但馬地域検討ワーキンググループ

ワーキンググループは、幹事会の必要と思われる構成機関に基礎自治体を加え、論点に応じ必要なメンバーが参加。

１）ワーキンググループの構成
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最新の交通データを収集・整理し、主要渋滞箇所のフォローアップや地域の交通状況のモニタリングを実施。
 また、構築した検討体制により、モニタリング結果等を有効に活用し地域毎に渋滞対策の検討を推進。

渋
滞
対
策
協
議
会 交通データの

収集・分析

主要渋滞箇所の
フォローアップ

交通状況の
モニタリング

地域検討

ＷＧ

地域検討

ＷＧ

年数回開催

地域検討

ＷＧ

２）検討の進め方

４．検討体制の構築



５．対策事例の紹介

交通ビックデータを活用した検討 合同現地検討会の開催

国土交通省が提供する民間プローブデー
タを活用し、路線や交差点周辺の速度状
況を把握

▲交差点周辺の速度状況把握

▲路線の速度状況把握

▲交差点周辺状況

▲合同現地検討会の様子

▲要因分析や対策を検討

▲交通量調査結果

地域検討WGでの対策箇所について、道
路管理者と交通管理者が合同で現地を
視察し、対策案を検討

地域検討WGでの対策検討箇所について、
事務局が主体となって交通実態調査を実
施し、渋滞状況を把握

交通実態調査の実施
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１）主要渋滞箇所の対策検討



２）渋滞対策の検討事例の紹介 ～摩耶ランプ交差点、摩耶ランプ南交差点～

■現況把握
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■合同現地調査・関係機関協議

■要因分析・対策案の検討

●交通実態調査による方向別交通量・渋滞長の把握

●交通ビッグデータを活用した旅行速度の把握

５．対策事例の紹介
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６．主要渋滞箇所の対策検討の進め方

優先順位の視点
（案）

考え方 条件 点数

①渋滞規模 「渋滞損失時間」を社会的損失と位
置づけ、その大きさで渋滞規模の
大きさを判定する。

高：昼間12時間の渋滞損失時間が80万人・時間/年、ピーク時の
渋滞損失時間が182.6人・時間/時以上の箇所

中：主要渋滞箇所の内、渋滞損失時間が上位100位
低：主要渋滞箇所の内、渋滞損失時間が100位以下

高、中、低の3段階での評価
（高：2点、中：1点、低：0点）

②対策必要性 方向別の渋滞状況を確認して渋滞
対策の必要性を客観的に判定する。

高：速度が低下している方向が交差点の枝数に対し50％以上
中：速度が低下している方向が交差点の枝数に対し25％以上
低：速度が低下している方向が交差点の枝数に対し25％未満

高、中、低の3段階での評価
（高：2点、中：1点、低：0点）

③地域ニーズ 主要渋滞箇所に対しての渋滞改善
の地元要望の有無を判定する。

有：民間団体のアンケートによる指摘 （参考1参照） 有、無の2段階での評価
（有：1点、無：0点）

④地域特性 観光地・大規模商業施設周辺の渋
滞箇所を判定する。

有：観光地・商業施設から500m圏内 有、無の2段階での評価
（有：1点、無：0点）

H28年度兵庫地区渋滞対策協議会にて、対策検討優先度の判定方針（案）を提示。

兵庫地区渋滞対策協議会での指摘を踏まえ、兵庫地区渋滞対策協議会の参加者に対し対策検討優先度の判定方針（案）に
関するアンケート調査を実施。
アンケート結果に基づき、対策検討優先度の判定方針を決定。

兵庫地区渋滞対策協議会の参加者に対して、判定方針（案）に関するアンケート調査を実施

アンケート結果に基づき、対策検討優先度の判定方針を決定

■対策検討優先度の判定方針（案）

詳細は、資料6にて提示

●対策検討優先度の判定方針（案）
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７．本協議会における検討内容と位置づけ

渋滞対策協議会では、主要渋滞箇所全体の渋滞対策に関する状況を把握するとともに、効果的な渋滞対策の推進を図るた
めの仕組みについて審議する。
本協議会では、主要渋滞箇所全体のPDCAサイクルのPとして対策検討優先度、Dとして対策実施事例紹介、Cとして対策進
捗状況・渋滞状況の確認、Aとして主要渋滞箇所の見直しについて報告・審議する。

主要渋滞箇所の取組み

箇所選定

箇所見直し

AA
事業計画策定
（対策検討優先度）

モニタリング
（対策進捗状況、渋滞状況）

PP

CC

目的:主要渋滞箇所を対象に渋滞対策を実施し、渋滞を解消させる

対策実施
DD

主要渋滞箇所全体
PDCAサイクル

追加対策検討

AA

対策立案
PP

対策実施

DD
個別箇所

PDCAサイクル

効果評価
CC

課題１
【資料5】

課題２
【資料6】

状況確認・共有状況確認・共有
【資料4】

課題１：昨年度より検討している対策検討優先度の⾼い箇所に対し、渋滞対策を⽴案し対策を実施していく必要がある。
課題２：主要渋滞箇所の中でも対策が完了している箇所や、社会情勢の変化等により渋滞軽微である箇所が存在すること

から主要渋滞箇所の特定解除に向けた取組みが必要となる。

事例紹介
【資料4】


